
世羅町企業の設備等取得補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、町内に工場等を新設、又は増設する者に奨励措置を講ずること

により、工場等の立地を促進し、産業の振興を図り、もって本町経済の活性化を図

るため、世羅町企業の設備等取得補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲

内で交付することに関し、世羅町補助金交付規則（平成16年世羅町規則第39号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

（用語の意義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 工場等 物品の製造、加工若しくは修理の事業に直接供する施設、流通施設、

工業に関する試験研究施設、情報通信技術利⽤事業等施設及びこれらに付帯する

施設、旅館業の用に供する施設、その他町長が町の経済発展に特に寄与すること

と認める施設をいう。 

(２) 新設 町内に既存の工場等を有しない者が、町内へ工場等を建設すること又

は町内に既存の工場等を有する者が既存の工場等を廃止して、新たに町内へ工場

等を建設することをいう。 

(３) 増設 町内に既存の工場等を有する者が、新たに町内へ工場等を建設するこ

と又は既存の工場等内へ新たに設備投資を行うこと（償却資産入替の場合は、入

れ替えた償却資産の固定資産税額が入替前を下回らないこと）をいう。 

(４) 投下固定資産総額 当該工場等の新設又は増設に要した費用のうち、土地、

建物及び償却資産の取得費の合計額をいう。 

（施設の定義） 

第３条 前条第１号に規定する町長が認める施設については、次のとおりとする。 

(１) 世羅町税条例（平成16年世羅町条例第48号）第23条第１項第３号に掲げる者

（予定者を含む。）が新設し、又は増設した工場等の操業に伴う新規雇用常用労

働者を２人以上有する施設 

(２) 過去に町が企業誘致を行った事業者の事業縮小及び撤退等によって遊休化し

た土地に、町の責任において利活用に取り組み新たに立地した企業施設 



（補助事業者、交付要件、補助率等） 

第４条 補助の対象となる者（以下「補助事業者」という。）並びに補助金の交付要

件、補助率等は別表のとおりとする。 

（指定基準） 

第５条 前条に規定する交付要件、補助率等については、次の各号に定める基準によ

るものとする。 

(１) 投下固定資産総額の判定は、補助事業者が同一事業年度内に取得した固定資

産の合計額で行うものとする。 

(２) 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様

式第１号）に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(１) 設備等取得に要した費用の領収書の写し（土地・建物取得の場合に限る。） 

(２) 償却資産申告書の写し 

(３) 工場等配置図及び設計図 

(４) 法人登記簿謄本又は住民票抄本 

(５) 定款又は規約 

(６) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定通知） 

第７条 町長は、前条の申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべ

きものと認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定の内容を補助金交付決定

通知書（様式第２号）により、当該交付申請をした補助事業者に通知するものとす

る。 

（補助金の請求） 

第８条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金交付請求書（様式第

３号）による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。 

（補助金の返還等） 

第９条 町長は、補助金交付決定通知を受け、又は補助金の交付を受けた補助事業者

が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、当該各号

に定める額の返還を命ずることができる。 



(１) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。 

(２) 事業を廃業し、又は休業し、若しくは移転したとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、補助事業者に対し、返

還命令書（様式第４号）により通知する。 

（補助事業者の承継） 

第10条 補助事業者について、合併、譲渡、相続その他の事由により当該工場等の変

更があった場合は、新設又は増設に係る工場等の承継者は、町長にその旨を届け出

て引き続き指定を受けることができる。 

（指示事項の遵守） 

第11条 補助事業者は、町長が事業報告を求めるなど奨励措置の適用に関して指示を

したときは、これに従わなければならない。 

（適用除外） 

第12条 この要綱は、世羅町新規就農者及び担い手農業者育成特別措置条例（平成17

年世羅町条例第９号）の適用を受ける者については、適用しない。 

（委任） 

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。 



別表（第４条関係） 

 



様式第１号（第６条関係） 

 



様式第２号（第７条関係） 

 



様式第３号（第８条関係） 

 



様式第４号（第９条関係） 

 


